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本日４月２７日にスタートした今年のゴール 

デンウィークは５月１日（水）が新天皇即位を記

念する休日となったことで１０連休という超大

型連休となりました。この連休を利用して家族

旅行や帰省を計画している国民は大勢いると思

いますが、日常の国民生活に欠かせないトラッ

ク輸送産業では暦どおりの連休をとれる労働者

は他産業に比べて極端に少ないと思います。 

その一方５月１日が休日になったことでメー 89回川崎メーデーの神奈川県本部の仲間 

デーに参加できる条件は広がりました。気象予報では連休前半は悪好天が多いようで

すが５月１日は晴れ間も見えるなどメーデーの開催に支障はなさそうです。 

国民と憲法を無視した安倍政権による悪政が労

働者・国民の平和と健康で文化的な生活を奪いつ

づけています。このなかで、メインスローガンに

「安倍９条改憲反対  戦争法廃止！市民

と野党の共闘で安倍政権退陣を」などを掲

げた全国各地でのメーデーを大きく成功させて

労働者の団結をより強固にすることは、参議院・

総選挙のダブル選挙の可能性も含む７月の国政

89回湘南メーデーで三昭運輸分会の仲間 選挙で安倍政権に痛打を浴びせる力になります。 

また、川崎と湘南のメーデー会場では参加した神奈川県南支部の仲間全員が協力し、

三昭運輸事件の早期救済命令を求める署名に取り組んで集約数を飛躍させましょう。 

 

 

 2017 年７月７日に国連で採択された核兵器禁止条約や同年ノーベル平和賞を受賞

したＩＣＡＮ（アイキャン）をはじめ核兵器廃絶を求める世論は世界の趨勢となって

います。こうしたなかで原水爆禁止世界大会に向けた 2019 年国民平和大行進が５月

６日に東京の夢の島をスタートし全国各地を行進します。神奈川では５月７日 15:00

に六郷土手公園で東京の仲間を出迎え５月１９日に静岡県に繋ぐまで県内を行進し

ます（別紙）。県南支部の各分会は各地域の平和大行進に積極的に参加しましょう。 

第90回メーデーに多くの仲間が参加して

団結を強め三昭運輸分会の署名の飛躍も！ 

2019 年国民平和大行進への参加を強めよう 

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=435395&sw=%E3%80%8C%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E5%93%A1a%E3%80%8D20
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=545919&sw=%E3%80%90%E7%94%B7%E5%A5%B3GS%E3%80%91%E6%AD%A3%E9%9D%A2_%E3%81%8A%E3%83%BC2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県労働委員会 御中 

 

平成２９年(不)第３４号三昭運輸事件の 

早期救済命令を求める要請書 
 

貴会の日頃のご活躍に衷心より敬意を表します。 

標記の事件は、㈱三昭運輸（以下、会社という）が 2013年に社会保険労務士を団体交

渉委員に加えて以降、社会保険労務士が主導する団体交渉が常態化し、分会の要求をこと

ごとく否定するのみならず、やがては団体交渉そのものを「留保する」（事実上の団交拒

否）に至ったことに端を発するものです。この会社の姿勢に対し建交労神奈川県本部及び

神奈川県南支部は、三昭運輸分会の意向も尊重し、会社の不誠実な対応を改めるよう粘り

強い説得を続けました。 

2017 年 3 月には団体交渉ルールの確立を求めて貴会での斡旋も試みましたが、会社は

貴会による労使関係の正常化に向けた丁寧な説得や和解案をすべて拒否し「例え不当労

働行為で訴えられても和解を受け入れることはできない」との態度に終始したため、貴会

での斡旋は同年 4月 20日不調に終わりました。その際に貴会は、会社に対し「斡旋の不

調や組合側が会社側を不当労働行為で訴えた場合でも、それ等を理由に団体交渉を拒否

することはできません。それは不当労働行為にあたります。」と、厳重注意を申渡してい

ます。 

 しかし、その後も会社は団体交渉の議題などを制限あるいは拒否するなどして団体交

渉の開催を困難にしたり、ようやく開催した団体交渉では社会保険労務士や行政書士に

よる非弁行為を含めて不誠実な対応を改めていません。 

貴会に於いては、こうした会社の不誠実な態度を改めさせ一日も早く正常な労使関係

を確立するため、救済申立の請求内容である、①団体交渉の誠実な履行、②組合事務所の

継続使用」をはじめ、③未払一時金の早期支給、④謝罪文の掲示などを含めて全面的な救

済命令を早期に行って頂くよう強く要請致します。 

 

年  月  日 

住 所                           

 

団体名                         ㊞ 

 

代表者                         ㊞ 

 

取り扱い団体 

全日本建設交運一般労働組合（建交労） 神奈川県南支部 

〒169－0073 川崎市川崎区砂子２－８－１ シャンボール川崎砂子 706号 

 

※この署名は、この目的以外では使用いたしません。 
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に至ったことに端を発するものです。この会社の姿勢に対し建交労神奈川県本部及び神奈

川県南支部は、三昭運輸分会の意向も尊重し、会社の不誠実な対応を改めるよう粘り強い
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2017年 3月には団体交渉ルールの確立を求めて貴会での斡旋も試みましたが、会社は貴

会による労使関係の正常化に向けた丁寧な説得や和解案をすべて拒否し「例え不当労働行

為で訴えられても和解を受け入れることはできない」との態度に終始したため、貴会での
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 しかし、その後も会社は団体交渉の議題などを制限あるいは拒否するなどして団体交渉

の開催を困難にしたり、ようやく開催した団体交渉では社会保険労務士や行政書士による

非弁行為を含めて不誠実な対応を改めていません。 

貴会に於いては、こうした会社の不誠実な態度を改めさせ一日も早く正常な労使関係を

確立するため、救済申立の請求内容である、①団体交渉の誠実な履行、②組合事務所の継
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